
「
弊
社
商
品
表
示
に
関
わ
る
お
知
ら
せ
」 

平
素
は
格
別
の
ご
愛
顧
を
賜
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

こ
の
度
、
弊
社
は
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
以
下
「
景
品
表
示
法
」
と
い
う
。）
第
７
条
第

１
項
の
規
定
に
基
づ
く
措
置
命
令
（
令
和
６
年
２
月
５
日
付
け
）
に
従
い
、
一
般
消
費
者
の
誤
認
を
排
除
す

る
た
め
、
次
の
と
お
り
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。 

 

弊
社
は
、
弊
社
が
供
給
す
る
「
Ｓ
ｍ
ａ
ｒ
ｔ 

Ｒ
ｉ
ｃ
ｅ 

Ｃ
ｏ
ｏ
ｋ
ｅ
ｒ
」
と
称
す
る
糖
質
カ
ッ
ト
炊

飯
器
（
以
下
「
本
件
商
品
」
と
い
う
。）
を
一
般
消
費
者
に
販
売
す
る
に
当
た
り
、
例
え
ば
、
令
和
５
年
３

月
３
日
に
「
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｘ
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
と
称
す
る
自
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
、
本
件
商
品
及
び

容
器
に
入
れ
ら
れ
た
米
飯
等
の
画
像
と
共
に
、「
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｘ 

Ｓ
ｍ
ａ
ｒ
ｔ 

ｒ
ｉ
ｃ
ｅ 

ｃ
ｏ
ｏ
ｋ
ｅ
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Ａ
Ｘ―

Ｒ
Ｃ
３
Ｗ
／
Ａ
Ｘ―

Ｒ
Ｃ
３
Ｂ
／
Ａ
Ｘ―
Ｒ
Ｃ
３
Ｇ
」
及
び
「
〝
毎
日
の
ご
飯
を
低
糖
質
に
〟 

こ

れ
か
ら
の
食
生
活
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
、
ア
イ
ネ
ク
ス
の
炊
飯
器
」、「
★
低
糖
質
炊
飯
モ
ー
ド
実
行
時
、
最
大

３
３
％
の
糖
質
カ
ッ
ト 

実
現
し
た
業
界
高
水
準
モ
デ
ル 
★
業
界
初
の
糖
質
カ
ッ
ト
炊
飯
ト
レ
ー
を
設

置
す
る
こ
と
で
糖
質
カ
ッ
ト
す
る
方
式
を
採
用
し
、
炊
き
ム
ラ
を
防
ぎ
、
糖
質
カ
ッ
ト
炊
飯
で
も
美
味
し
い

お
米
を
炊
く
事
が
可
能
に
」
等
と
表
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
た
か
も
、
本
件
商
品
の
糖
質
カ
ッ
ト
炊
飯
機

能
で
炊
飯
す
る
こ
と
に
よ
り
、
通
常
の
炊
飯
機
能
で
炊
飯
し
た
米
飯
と
同
様
の
炊
き
上
が
り
で
、
米
飯
に
含

ま
れ
る
糖
質
（
で
ん
ぷ
ん
）
が
、
３
３
％
カ
ッ
ト
で
き
る
か
の
よ
う
に
示
す
表
示
を
し
て
お
り
ま
し
た
。 

か
か
る
表
示
は
、
本
件
商
品
の
内
容
に
つ
い
て
、
一
般
消
費
者
に
対
し
、
実
際
の
も
の
よ
り
も
著
し
く
優

良
で
あ
る
と
示
す
も
の
で
あ
り
、
景
品
表
示
法
に
違
反
す
る
も
の
で
し
た
。 

 

本
件
表
示
に
よ
り
お
客
様
を
は
じ
め
と
す
る
お
取
引
先
様
、
関
係
者
の
皆
様
に
多
大
な
ご
迷
惑
を
お
か

け
す
る
こ
と
と
な
り
、
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

今
回
の
措
置
命
令
に
つ
き
ま
し
て
、
弊
社
は
こ
れ
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
再
発
防
止
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り

ま
す
。 

  

令
和
６
年
３
月
４
日 
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